
裁判で上⼿に勝つ⽅法を知ってますか？

裁判所・裁判官 弁護⼠

特許第⼆委員会

・裁判で上手に勝つ方法の体得！
（裁判所、特許庁、弁護士との意見交換）

・メンバーのレベルアップ！
（弁護士とのコラボレーション検討会）

特許庁
研究対象
・登録後の諸問題、

判例（侵害､審取）研究！
・特許制度の在り方、

意見発信、政策提言！

Q：侵害訴訟で特許権者が⾏う最初の訂正で最も多いのはどのケース？
(1)訴訟⼜は無効審判前 (2)同時係属の無効審判中 (3)104条の3を受けて訂正

〜訂正クイズ〜（第２⼩）

平成27年に再開された異議申⽴において、取消理由通知なく維持決定がされた
割合は？（平成29年6⽉時点）

〜異議申⽴クイズ〜（第３⼩）

特許公報記載の発明者と裁判所認定の発明者が相違する割合は？
Ａ：約２０％、Ｂ：約４０％、Ｃ：約６０％

〜発明者認定クイズ〜（第４⼩）

30代～50代の総勢５９名
（５９社）

自己成長、人脈形成！

〜クレーム⽂⾔解釈クイズ〜（第１⼩）
リパーゼ判決における「特段の事情」が認められた事件の割合は？
Ａ：約１０％、Ｂ：約２５％、Ｃ：約４０％

特許権に基づく⽔際取締りの申⽴から差⽌要否の結論が出るまでの期間は？
ﾈｯﾄﾜｰｸ関連特許発明の⼀部が外国のｻｰﾊﾞで⾏われた場合、特許権⾏使は可能？

〜⽔際取締り・国境を跨ぐ発明クイズ〜（第５⼩）



委員長： 河瀬（中外製薬）
委員長代理：中津川（ダイヘン）、矢ヶ部（フィリップス・ジャパン）
第1小： 松田（カシオ計算機）、立石（大日本印刷）、早野（ＤＩＣ）、高橋（京セラ）、井川（ＮＯＫ）、柴田（沖電気工業）、

平井（セイコーエプソン）、浜島（三井・デュポンフロロケミカル）、清林（ロート製薬）、山田（王子ホールディングス）、石田（ＴＤＫ）
第２小： 中津川（ダイヘン）、豊田（中国電力）、濱口（富士フィルム）、北田（日本電気）、瓜生（宇部興産）、原（カネカ）、

板垣（田辺三菱製薬）、景山(積水化学工業）、今井（カルソニックカンセイ）、細谷（花王）、細矢（ソニー）、山川（凸版印刷）
第３小： 近藤（ＧＳユアサ）、奥山（帝人）、加藤（三菱化学）、渡辺（デュポン）、岩城（三菱電機）、上村（日本触媒）、沢田（デンソー）、

末廣（旭硝子）、鳥越（日本ガイシ）、中西（パナソニック）、間中（第一三共）、山本（新日鐵住金）
第4小： 伊波（NSSC）、塚原（キヤノン）、住吉（サントリー）、稲岡（コベルコ建機）、角野（サッポロ）、小飯塚（富士通セミコンダクター）

流石（アステラス製薬）、平良（コニカミノルタ）、中登（神戸製鋼）、兵沢（キリン）、矢野（東芝ライテック）
第5小： 矢ヶ部（フィリップス・ジャパン）、成井（日油）、中村（鹿島建設）、乾（本田技研工業）、矢野（スズキ）、石井（旭化成）

太田（富士通）、高山（富士ゼロックス）、田上（日立製作所）、野口（リコー）、伴（日清製粉グループ本社）、前田（NTTドコモ）

背景 研究内容

特許権侵害訴訟における訂正手続きに関する研究
～特許権侵害訴訟における訂正手続きの留意事項～

背景 研究内容

異議申立に関する研究
～どのような異議申立が審判官に審査の再考を促すのか？～

背景 研究内容

裁判所における発明者認定基準に関する研究
～実務に役立つ発明者認定基準を紹介～

近年の共同開発⼀般化に伴い、成果取扱協議難
航、冒認出願等の問題が頻出。原因は各当事者
で発明者認定の「基準」が異なる点にある。

①着想の提供、②着想の具体化、③実務者留意
事項、3つの観点で裁判所における発明者認定
基準を分析。

背景 研究内容

負け：83%

勝ち：17% 侵害訴訟における訂正⼿続ありの事件
の特許権者の勝率は17%で、侵害事
件全体の勝率24%に⽐較して低率。

侵害訴訟で、被疑侵害品を意識しながら訂正を⾏い、
無効理由を解消して勝訴するためのポイントは何か
・訂正の時期？ ・訂正の内容？ ・再抗弁の有無？

平成27年に再開された異義申⽴制度において、取
消理由通知が発⾏されなかった割合は全体の36％で
あった（平成29年6⽉時点）。

異議申⽴における統計分析（根拠条⽂毎の取消
理由への採⽤割合など）。特に新規性違反の申⽴
理由を審判官が取消理由に採⽤したケースに着⽬。

裁判所におけるクレームの文言解釈の傾向
～クレームの文言解釈の傾向を把握！～

発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の画定とい
う２つの場⾯で、クレームの⽂⾔は、どのように解釈され
る傾向があるのか！？

シングル・スタンダードが主流傾向に！この傾向下で、
裁判所は、どのようにクレームの⽂⾔解釈をしているの
か…。

国際的なビジネスに対応する制度研究
～水際取り締まり・ネットワーク関連発明の保護～

⽔際取締：特許権者に有利過ぎ？
ﾈｯﾄﾜｰｸ発明保護：属地主義の限界？

→ ⽇本版ITCの検討
→「発明実施地」の柔軟な解釈

研究内容背景


